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（１）浪江駅周辺を核とした中心市街地整備 

◆浪江駅周辺を核とした復興を加速化させる中心市街地機能の整備に取
り組みます 

 
  
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

整備計画進捗率 
0.2% 

（令和２年度） 
100% 

 

≪これからの取組≫ 

ア 浪江駅周辺を核とした中心市街地整備   

 (ｱ) まちなか居住機能の整備 

(ｲ) 商業・業務・生活利便機能の整備 

(ｳ) 交通結節・交流機能の整備 

(ｴ) 駅の東西の連絡機能の整備 

 
  

施策２ 社会基盤の維持・整備
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（２）上下水道の整備 

◆町民が安全で安定した水を使えるように取り組みます 
 
               
 
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

老朽管の改修延長 — 20 ㎞ 

 

≪これからの取組≫ 

ア 上水道の整備   

 (ｱ) 居住人口減に伴う料金収入の減少に対する財政支援策を要望 

(ｲ) 飲料水のモニタリングの実施 

(ｳ) 未給水地域での飲料水の確保の支援 

(ｴ) 水道施設の合理化や管路網の最適化の検討 

(ｵ) 上水道施設の適切な更新や維持管理の実施 

 

イ 下水道の整備 

 (ｱ) 居住人口減に伴う料金収入の減少に対する財政支援策を要望 

(ｲ) 下水道の復旧整備 

(ｳ) 合併処理浄化槽の設置の支援 

(ｴ) 下水道施設の適切な更新や維持管理の実施 

(ｵ) 国に対し浄化槽清掃の継続を要望 
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（３）交通網の充実 

◆町内の道路整備や公共交通の充実により、便利で機能的なまちづくり
に取り組みます 

 
              
 
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

橋梁の修繕数 — 10 橋梁 

 

≪これからの取組≫ 

ア 交通網の整備  

 (ｱ) 町道や橋梁の適切な維持管理 

(ｲ) 県道の復旧や未整備区間の整備を要望 

(ｳ) 国道 114 号及び国道 288 号の抜本的改良や高規格化を要望 

(ｴ) 常磐自動車道の複車線化を要望 

(ｵ) 町道の整備 

(ｶ) 特別通過交通制度の適用路線の拡大を要望 

 

イ 公共交通の充実 

 (ｱ) デマンドタクシーの運行 

(ｲ) 周辺市町村等と連携し ICT や自動運転技術の実用化に向けた実証等の推進 

(ｳ) 持続可能な公共交通の整備 
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(1)

ア

(ア) まちなか居住機能の整備 建設課

(イ)
商業・業務・生活利便機能
の整備

建設課

(ウ)
交通結節・交流機能の整
備

建設課

(エ)
駅の東西の連絡機能の整
備

建設課

(2)

ア

(ア)
居住人口減に伴う料金収
入の減少に対する財政支
援策を要望

住宅水道課

(イ)
飲料水のモニタリングの実
施

住宅水道課

(ウ)
未給水地域での飲料水の
確保の支援

住宅水道課

(エ)
水道施設の合理化や管路
網の最適化の検討

住宅水道課

(オ)
上水道施設の適切な更新
や維持管理の実施

住宅水道課

イ

(ア)
居住人口減に伴う料金収
入の減少に対する財政支
援策を要望

住宅水道課

(イ) 下水道の復旧整備 住宅水道課

(ウ)
合併処理浄化槽の設置の
支援

住宅水道課

(エ)
下水道施設の適切な更新
や維持管理の実施

住宅水道課

(オ)
国に対し浄化槽清掃の継
続を要望

住民課

担当課

浪江駅周辺を核とした中心市街地
整備

浪江駅周辺を核とした中心市
街地整備

下水道の整備

Ｒ６ Ｒ７

上下水道の整備

上水道の整備

取組項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

具体化・実施

具体化・実施

具体化・実施

具体化・実施

震災に起因する減収の賠償継続を要望

取水場における24時間モニタリングや水質の管理を実施

未給水地域の井戸における放射性物質や水質のモニタリングを実施

未給水地域での生活再建に必要な井戸の設置を支援

居住人口減少に対応した水道施設の最適化を検討

老朽管や取水場の施設の適切な改修を実施

震災に起因する減収の賠償継続を要望

整備

良好な水環境の維持のため合併浄化槽の設置を支援

下水道施設や農業集落排水施設の適切な改修を実施

長期避難で管理不能であった浄化槽清掃の継続を要望
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(3)

ア

(ア)
町道や橋梁の適切な維持
管理

建設課

(イ)
県道の復旧や未整備区間
の整備を要望

建設課

(ウ)
国道114号及び国道288号
の抜本的改良や高規格化
を要望

建設課

(エ)
常磐自動車道の複車線化
を要望

建設課

(オ) 町道の整備 建設課

(カ)
特別通過交通制度の適用
路線の拡大を要望

総務課

イ

(ア) デマンドタクシーの運行 企画財政課

(イ)
周辺市町村等と連携しICT
や自動運転技術の実用化
に向けた実証等の推進

企画財政課

(ウ)
持続可能な公共交通の整
備

企画財政課

担当課Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

交通網の充実

交通網の整備

公共交通の充実

取組項目

請戸港小高瀬廹線

大平山来福寺東線

一理檀大町線

道路パトロールや橋梁の点検を実施し危険個所を適切に修繕

国・県への要望を継続

国等への要望を継続

整備 供用開始

供用開始

供用開始

国に対し適用路線の拡大を要望

町内の帰還等を加速化させるためデマンド交通を運行

イノベ構想関連事業の実用化に向けた取組を推進

運営経費や交通弱者への配慮等を総合的に勘案した公共交通を整備

整備

整備

県道253（落合浪江線）の復旧や県道391号（通称：浜街道）の整備等を要望
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（１）防災・安全の強化 

  ◆震災の教訓を生かした防災・安全のまちづくりに取り組みます 
 
         
 
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

防災訓練の参加者数 
50 人/年 

（令和元年度） 
100 人/年 

 

≪これからの取組≫ 

ア 防災対策の推進   

 (ｱ) 地域防災計画の適切な見直しと周知 

(ｲ) ハザードマップの見直しと周知 

(ｳ) 国土強靭化地域計画の策定及び適切な見直し 

(ｴ) 防災訓練の実施 

 

イ 防災情報を迅速に伝える体制の整備 

 (ｱ) 廃炉に関する進捗状況等の情報共有や通報基準に基づく連絡体制の強化 

(ｲ) 防災行政無線戸別受信機の配布 

 

ウ 防災・減災施設等の整備推進 

 (ｱ) 防災コミュニティセンターの整備 

            

エ 自主防災組織の設置促進と活動支援 

 (ｱ) 自主防災組織の設置促進 

(ｲ) 自主防災組織の活動支援 

  

施策３ 防災・安全の強化
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（２）防犯・防火・交通安全の強化 

◆犯罪や火災、交通事故の少ない、安心して暮らせるまちづくりに取り
組みます 

 
       
 
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

刑法犯認知件数 
68 件/年 

（令和元年） 
0 件/年 

 

≪これからの取組≫ 

ア 防火体制の強化   

 (ｱ) 消防団によるパトロールの実施 

(ｲ) 消防施設の整備 

 

イ 防犯体制・対策の強化 

 (ｱ) 防犯カメラによる防犯対策の実施 

(ｲ) 防犯パトロールの実施 

 

ウ 交通安全の強化 

 (ｱ) 交通安全啓発活動の実施 

(ｲ) 道路反射鏡補修等の交通安全施設の整備 
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(1)

ア

(ア)
地域防災計画の適切な見
直しと周知

総務課

(イ)
ハザードマップの見直しと
周知

総務課

(ウ)
国土強靭化地域計画の策
定及び適切な見直し

総務課

(エ) 防災訓練の実施 総務課

イ

(ア)
廃炉に関する進捗状況等
の情報共有や通報基準に
基づく連絡体制の強化

総務課

(イ)
防災行政無線戸別受信機
の配布

総務課

ウ

(ア)

防災コミュニティセンターの
整備

総務課

エ

(ア) 自主防災組織の設置促進 総務課

(イ) 自主防災組織の活動支援 総務課

(2)

ア

(ア)
消防団によるパトロールの
実施

総務課

(イ) 消防施設の整備 総務課

イ

(ア)
防犯カメラによる防犯対策
の実施

総務課

(イ) 防犯パトロールの実施 総務課

ウ

(ア) 交通安全啓発活動の実施 総務課

(イ)
道路反射鏡補修等の交通
安全施設の整備

総務課

防犯・防火・交通安全の強化

防火体制の強化

防犯体制・対策の強化

交通安全の強化

自主防災組織の設置促進と活
動支援

担当課

防災・安全の強化

防災対策の推進

防災情報を迅速に伝える体制
の整備

防災・減災施設等の整備推進

Ｒ７取組項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

浪江防災
コミュニティセンター

幾世橋防災
コミュニティセンター

苅野防災
コミュニティセンター

地域防災会議を開催し適切な見直しを実施するとともに

町民への周知を実施

適切な見直しを実施

各種災害から町民の生命財産を守るため町民参加型の防災訓練を実施

東京電力からの定期連絡や関係機関との

連絡体制を継続

防災行政無線戸別受信機配布を継続

自主防災組織の制度の周知や組織化を支援

自主防災組織の活動に要する資材や経費を支援

消防団による町内のパトロールを実施

消防屯所の消防車や消防施設について適宜改修整備を実施

町内の主要箇所において防犯カメラによる監視を実施

浪江町防犯見守り隊や警備会社による町内の防犯見守りを実施

警察と連携した啓発活動を実施

カーブミラー等の整備を実施

供用開始

供用開始

供用開始

整備

整備

整備

公共施設の整備等に合わせたハザードマップ
見直しを実施
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（１）ゼロカーボンシティの推進 

◆ゼロカーボンシティの実現に向けて、再生可能エネルギーの地産地消
や水素の利用等を推進します 

 
      
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

二酸化炭素排出量 
50.13 千 t-co2 

（令和元年度） 
現在値を下回る 

 

≪これからの取組≫ 

ア 再生可能エネルギーや水素エネルギーの導入の推進  

 (ｱ) 水素社会の実現に向けた事業化・実用化の推進 

(ｲ) 住宅用再生可能エネルギー設備導入の支援 

(ｳ) 民間企業等と連携して再生可能エネルギー導入の推進 

(ｴ) 公共施設等での再生可能エネルギー導入の推進 

 

イ エネルギーの地産地消の取組の情報発信 

 (ｱ) 再生可能エネルギーに関する積極的な情報発信 

(ｲ) ＥＶによるカーシェアリングの普及推進 

 

ウ ゼロカーボンシティ実現に向けた計画の策定 

 (ｱ) ゼロカーボンシティに向けた基本計画・実行計画の策定 

     

エ 廃棄物の削減・リサイクルの推進 

 (ｱ) 廃棄物の削減・リサイクルの推進 

        
             

  

施策４ ゼロカーボンシティの推進
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(1)

ア

(ア)
水素社会の実現に向けた
事業化・実用化の推進

産業振興課

(イ)
住宅用再生可能エネル
ギー設備導入の支援

住宅水道課

(ウ)
民間企業等と連携して再
生可能エネルギー導入の
推進

産業振興課

(エ)
公共施設等での再生可能
エネルギー導入の推進

産業振興課

イ

(ア)
再生可能エネルギーに関
する積極的な情報発信

産業振興課

(イ)
EVによるカーシェアリング
の普及推進

産業振興課

ウ

(ア)
ゼロカーボンシティに向け
た基本計画・実行計画の
策定

産業振興課

エ

(ア)
廃棄物の削減・リサイクル
の推進

住民課

廃棄物の削減・リサイクルの推
進

ゼロカーボンシティ実現に向け
た計画の策定

担当課

ゼロカーボンシティの推進

再生可能エネルギーや水素エ
ネルギーの導入の推進

Ｒ６ Ｒ７取組項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

エネルギーの地産地消の取組
の情報発信

水素の柱状パイプラインの実証等様々な技術の事業化に向けた取組を推進

住宅用の太陽光発電設備の導入等を支援

再生可能エネルギー導入に関する相談支援のワンストップサービス等を提供

再生可能エネルギーの導入を拡大

道の駅なみえのスマコミの庭等で町の再生可能エネルギーの取組を発信

町営住宅でEVによるカーシェアリングの実証を継続

計画策定及び推進

ゴミの分別やリサイクルに関する啓発活動を実施



第４章 健康と福祉のまちづくり 

 

  

 

 

40 

 

  



 

 

     

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

復興の基本方針Ⅳ  健康と福祉のまちづくり   

         

  
施策１ 健康づくりの推進・医療の充実 

  

    
    

(1) 健康づくりの推進・医療の充実 

町民の健康づくりの推進と町内の医療の充実に取り組みます。 

  

    

      

       

  
施策２ 介護・福祉の充実 

  

    
       

    (1) 介護・福祉の充実 

高齢者等が安心して生活できるよう、介護、生活支援など切れ目のない

福祉サービスの充実に取り組みます。 

  

      

       

  
施策３ 放射線による健康不安への対策 

  

    
       

    (1) 放射線による健康不安への対策 

放射線による健康への影響等の不安解消に取り組みます。 

(2) 除染の推進と安全対策 

町民の除染に対する不安解消に取り組みます。 
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（１）健康づくりの推進・医療の充実 

◆町民の健康づくりの推進と町内の医療の充実に取り組みます 
 
  

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

特定保健指導実施率 
41% 

（平成 30 年度） 
45% 

 

≪これからの取組≫ 

ア 生活習慣病の発症及び重症化予防   

 (ｱ) 特定健診・がん検診・歯科健診等の各種健診の実施と勧奨 

(ｲ) 特定保健指導や重症化予防のための訪問指導の強化 

(ｳ) 県と連携した県民健康調査の継続 

 

イ 健康づくりの支援 

 (ｱ) 健康づくりリーダーの育成等による自立的健康づくりへの支援 

(ｲ) 健康相談・健康教室の充実 

 

ウ メンタルヘルスケアの実施 

 (ｱ) ゲートキーパーの養成 

(ｲ) 心の相談窓口の設置  

 

エ 感染症の予防・対策 

 (ｱ) 予防接種の実施と勧奨 

(ｲ) 感染症の予防啓発 

 

オ 町内の医療体制の確保 

 (ｱ) 医師及び医療従事者の確保 

(ｲ) 町内の復興の状況に合わせた医療環境の充実について検討 

(ｳ) 仮設津島診療所の運営の方向性について検討 

(ｴ) 国に対し医療費免除措置等の継続を要望 

 

  

施策１ 健康づくりの推進・医療の充実
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(1)

ア

(ア)
特定健診・がん検診・歯科
健診等の各種健診の実施
と勧奨

健康保険課

(イ)
特定保健指導や重症化予
防のための訪問指導の強
化

健康保険課

(ウ)
県と連携した県民健康調
査の継続

健康保険課

イ

(ア)
健康づくりリーダーの育成
等による自立的健康づくり
への支援

健康保険課

(イ)
健康相談・健康教室の充
実

健康保険課

ウ

(ア) ゲートキーパーの養成 健康保険課

(イ) 心の相談窓口の設置 健康保険課

エ

(ア) 予防接種の実施と勧奨 健康保険課

(イ) 感染症の予防啓発 健康保険課

オ

(ア)
医師及び医療従事者の確
保

健康保険課

(イ)
町内の復興の状況に合わ
せた医療環境の充実につ
いて検討

健康保険課

(ウ)
仮設津島診療所の運営の
方向性について検討

健康保険課

(エ)
国に対し医療費免除措置
等の継続を要望

健康保険課

町内の医療体制の確保

担当課

健康づくりの推進・医療の充実

生活習慣病の発症及び重症化
予防

健康づくりの支援

取組項目+B1:Y19 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

メンタルヘルスケアの実施

感染症の予防・対策

各種健診を実施

訪問指導を実施

県民健康調査を継続

自立的健康づくりへの支援を実施

健康相談・健康教室を開催

自殺対策のため医師や臨床心理士等による研修会を実施

保健師による相談窓口を設置

予防接種を実施

感染症予防に関する情報提供を実施

地域の医療資源に配慮しながら医療人材の確保を継続

地域の医療機関や県との協力による医療サービスの充実を検討

検討・実施

医療費免除措置等の継続を要望
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（１）介護・福祉の充実 

◆高齢者等が安心して生活できるよう、介護、生活支援など切れ目のな
い福祉サービスの充実に取り組みます 

 
             
  

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

町内の介護サービス 

事業所数 

3 事業所 

（令和 2 年 9 月末） 
6 事業所 

 

≪これからの取組≫ 

ア 町内の介護福祉サービス及び介護予防支援の充実   

 (ｱ) 介護関連施設の整備 

(ｲ) 民間の介護サービスや障がい福祉サービスの提供体制が整うまでのサポート

センターの継続 

(ｳ) 在宅医療と介護との連携の推進 

(ｴ) 認知症の総合的な支援 

(ｵ) 地域ケア会議の推進 

(ｶ) 高齢者の日常生活支援体制の充実・強化 

(ｷ) 緊急時通報システムの貸与 

 

イ 広域連携による障がい福祉サービスの充実 

 (ｱ) 基幹相談支援センターふたばと連携した相談支援 

(ｲ) 県や周辺自治体と連携した双葉圏域での地域生活支援拠点等整備の推進 

 

ウ 高齢者等の孤立防止、見守りの強化 

 (ｱ) 社会福祉協議会や民生委員と連携した見守りの実施 

(ｲ) 避難行動要支援者名簿の整備  

 

  

施策２ 介護・福祉の充実
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(1)

ア

(ア) 介護関連施設の整備 介護福祉課

(イ)

民間の介護サービスや障
がい福祉サービスの提供
体制が整うまでのサポート
センターの継続

介護福祉課

(ウ)
在宅医療と介護との連携
の推進

介護福祉課

(エ) 認知症の総合的な支援 介護福祉課

(オ) 地域ケア会議の推進 介護福祉課

(カ)
高齢者の日常生活支援体
制の充実・強化

介護福祉課

(キ)
緊急時通報システムの貸
与

介護福祉課

イ

(ア)
基幹相談支援センターふ
たばと連携した相談支援

介護福祉課

(イ)
県や周辺自治体と連携し
た双葉圏域での地域生活
支援拠点等整備の推進

介護福祉課

ウ

(ア)
社会福祉協議会や民生委
員と連携した見守りの実施

介護福祉課

(イ)
避難行動要支援者名簿の
整備

介護福祉課

広域連携による障がい福祉
サービスの充実

高齢者等の孤立防止、見守り
の強化

担当課

介護・福祉の充実

町内の介護福祉サービス及び
介護予防支援の充実

取組項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

サポートセンター設置を継続

高齢者が自宅で医療や介護サービスを受けられるように関係機関

との連携を推進

認知症予防の取組を支援

高齢者個人への支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を推進

地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを推進

高齢者等の急病や事故等の際の迅速な救援活動のための

通報システムを貸与

広域連携により「親亡き後」を見据えた障がい児者の地域生活支援を推進

広域連携により障害福祉に関する相談支援の窓口を設置

見守り活動を継続

避難行動要支援者名簿を整備・更新

供用開始整備
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（１）放射線による健康不安への対策 

◆放射線による健康への影響等の不安解消に取り組みます 
 
             
  

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

個人被ばく線量計利用者へ

の結果の送付率 

97% 

（令和元年度） 
100% 

 

≪これからの取組≫ 

ア 放射線の健康への影響に関する検査体制の充実   

 (ｱ) 県と連携した内部被ばく検査測定の実施 

(ｲ) 県と連携した甲状腺検査の実施 

 

イ 放射線の影響を自分で計測できる環境づくり 

 (ｱ) 個人積算線量計(D-シャトル)の貸出しの継続 

(ｲ) 空間線量計の貸出しの継続 

(ｳ) 自家用食品検査の継続 

 

ウ 放射線に関する学習会の開催や相談体制の整備 

 (ｱ) 放射線の正しい知識理解に関する学習会の実施 

(ｲ) 放射線の不安解消のための情報発信や相談体制の整備  

  

施策 3 放射線による健康不安への対策 
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（２）除染の推進と安全対策 

◆町民の除染に対する不安解消に取り組みます 
 
           
  

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

除染検証委員会の開催回数 
2 回/年 

（令和元年度） 
2 回以上/年 

 

≪これからの取組≫ 

ア 国と連携し除染や対象区域内廃棄物処理の推進   

 (ｱ) 国と連携し除染や対象地域内廃棄物処理の推進 

 

イ 町民の除染の不安に寄り添ったフォローアップの実施 

 (ｱ) 国に対し除染の長期目標の追加被ばく線量年間 1ｍＳｖ以下の達成を要望 

(ｲ) 除染検証委員会による除染の検証 

(ｳ) モニタリングポスト等による空間線量率の測定と情報発信 
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(1)

ア

(ア)
県と連携した内部被ばく検
査測定の実施

健康保険課

(イ)
県と連携した甲状腺検査
の実施

健康保険課

イ

(ア)
個人積算線量計(D-シャト
ル)の貸出しの継続

健康保険課

(イ)
空間線量計の貸出しの継
続

健康保険課

(ウ) 自家用食品検査の継続 健康保険課

ウ

(ア)
放射線の正しい知識理解
に関する学習会の実施

健康保険課

(イ)
放射線の不安解消のため
の情報発信や相談体制の
整備

健康保険課

(2)

ア

(ア)
国と連携し除染や対象地
域内廃棄物処理の推進

住民課

イ

(ア)
国に対し除染の長期目標
の追加被ばく線量年間１ｍ
Ｓｖ以下の達成を要望

住民課

(イ)
除染検証委員会による除
染の検証

住民課

(ウ)
モニタリングポスト等による
空間線量率の測定と情報
発信

総務課

担当課Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

除染の推進と安全対策

国と連携し除染や対象区域内
廃棄物の処理の推進

町民の除染の不安に寄り添っ
たフォローアップの実施

取組項目 Ｒ３

放射線による健康不安への対策

放射線の健康への影響に関す
る検査体制の充実

放射線の影響を自分で計測で
きる環境づくり

放射線に関する学習会の開催
や相談体制の整備

県と連携しホールボディーカウンタによる検査体制を整備

県と連携し甲状腺検査を継続

D-シャトルの貸出しを継続

空間線量計の貸出しを継続

学習会の開催を継続

不安解消の取組や相談体制を継続

自家用食品検査を継続

棚塩地区の仮設焼却炉で
の減容化を推進

年間追加被ばく線量1mSｖ以下の達成に向けた対策を要望

除染検証委員会の開催を継続

国と連携し測定と情報発信を継続

対象区域内廃棄物の処分が完了し
次第仮設焼却施設の解体撤去
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復興の基本方針Ⅴ  絆の維持と持続可能なまちづくり   

         

  
施策１ 被災者生活支援・絆の維持 

  

    
    (1) 被災者生活支援 

居住地にとらわれない行政サービスの提供や、町の生活支援制度に関す

る情報発信等に取り組みます。 

(2) 絆の維持 

町民と町民・ふるさとをつなぐ絆の維持に取り組みます。 

(3) 損害賠償対策の推進 

全ての町民の暮らしの再建に向けて、適切な賠償を受けられるよう、賠

償支援の継続に取り組みます。 

  

    

    

  

       

  
施策２ 移住・定住の推進 

  

    
       

    (1) 移住・定住の推進 

町民の帰還支援と、町への移住・定住を推進させる支援に取り組みます。 

  

      

       

  
施策３ 地域コミュニティ活動の推進 

  

    
       

    (1) 地域コミュニティ活動の推進 

地域でのコミュニティ活動を支援します。 

  

      

       

  
施策４ 復興を推進させる行財政運営 

  

    
       

    (1) 復興を推進させる行財政運営 

復興を支える人材や財源の確保に取り組みます。 

  

      

 

  

 
絆の維持と持続可能なまちづくり 第５章 
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（１）被災者生活支援 

◆居住地にとらわれない行政サービスの提供や、町の生活支援制度に関 
する情報発信等に取り組みます 

 
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

出張所来所件数 
12,373 件 

（令和元年度） 
現在値を上回る 

 

≪これからの取組≫ 

ア 避難先での行政サービスの提供   

 (ｱ) 避難者受入自治体との協力体制の継続 

(ｲ) 避難先自治体での出張所の設置 

 
 
  

施策１ 被災者生活支援・絆の維持
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（２）絆の維持 

◆町民と町民・ふるさとをつなぐ絆の維持に取り組みます 
             
             
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

復興コミュニティ事業 

活動支援団体数 

32 団体/年 

（令和元年度） 
40 団体/年 

 

≪これからの取組≫ 

ア 避難先での絆の維持への支援   

 (ｱ) 避難先でのコミュニティ活動への支援 

(ｲ) 避難先での交流館の運営の継続 

(ｳ) 復興支援員による避難先での絆づくりや生活再建への支援 

(ｴ) 避難先と町等をつなぐ交通手段等の確保 

 

イ 復興の見える化の推進 

 (ｱ) 各種イベントでの町の復興の取組の情報発信 

(ｲ) 広報や町ホームページ等による情報発信の充実 
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（３）損害賠償対策の推進 
◆全ての町民の暮らしの再建に向けて、適切な賠償を受けられるよう、
賠償支援の継続に取り組みます 

 
           
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

賠償に関する相談件数 
150 件/年 

（令和元年度） 
0 件/年 

 

≪これからの取組≫ 

ア 賠償支援の実施  

 (ｱ) 国や東京電力に対し、町民の実情に応じた適切な賠償を要望 

(ｲ) 説明会の開催や請求書作成の支援 
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(1)

ア

(ア)
避難者受入自治体との協
力体制の継続

総務課

(イ)
避難先自治体での出張所
の設置

介護福祉課

(2)

ア

(ア)
避難先でのコミュニティ活
動への支援

介護福祉課

(イ)
避難先での交流館の運営
の継続

介護福祉課

(ウ)
復興支援員による避難先
での絆づくりや生活再建へ
の支援

介護福祉課

(エ)
避難先と町等をつなぐ交通
手段等の確保

介護福祉課

イ

(ア)
各種イベントでの町の復興
の取組の情報発信

企画財政課

(イ)
広報や町ホームページ等
による情報発信の充実

企画財政課

(3)

ア

(ア)
国や東京電力に対し町民
の実情に応じた適切な賠
償を要望

総務課

(イ)
説明会の開催や請求書作
成の支援

総務課

賠償支援の実施

担当課

絆の維持

避難先での絆の維持への支援

復興の見える化の推進

損害賠償対策の推進

被災者生活支援

避難先での行政サービスの提
供

Ｒ６ Ｒ７取組項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

協力体制を継続

生活再建を支援するため
町外の出張所を継続

利用者の状況をみながら出張所
のあり方を検討

避難先での交流館の運営を継続
利用者の状況をみながら交流館
のあり方を検討

生活支援バスの運行を継続
利用者の状況をみながら生活支援バス
のあり方を検討

避難先でのコミュニティ活動を支援

復興支援員の配置を継続

イベントでの復興の取組の情報発信を継続

広報や町ホームページ等での復興の取組の情報発信を継続

町民に寄り添った適切な賠償の実行を要望

賠償支援を継続

必要に応じて要請を実施
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（１）移住・定住の推進 

◆町民の帰還支援と、町への移住・定住を推進させる支援に取り組みます 
 
              
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

移住相談件数 — 250 件 

 

≪これからの取組≫ 

ア 町への帰還支援  

 (ｱ) 被災者生活再建支援法に基づく加算支援金の申請期間延長を要望 

(ｲ) 住宅清掃への支援 

(ｳ) 町内での住宅リフォーム等への支援 

(ｴ) 帰還のための家屋の状況調査（インスペクション）への支援 

(ｵ) 避難先から町に住宅を移転する経費の支援 

(ｶ) 情報格差を解消するための光回線や BS アンテナの設置工事費の支援 

 

イ 空き家対策の推進 

 (ｱ) 空き家等対策計画の策定 

 

ウ 移住促進の情報発信・入口支援 

 (ｱ) 移住・定住のための積極的な情報発信 

(ｲ) 移住・定住のための総合的な相談窓口の設置 

(ｳ) 移住希望者が町内で居住や就労の体験ができる環境整備 

 

エ 移住者の定住促進支援 

 (ｱ) 移住・定住に要する経費の支援 

(ｲ) 移住・定住のための住宅取得費の支援 

 

  

施策 2 移住・定住の推進 
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(1)

ア

(ア)
被災者生活再建支援法に
基づく加算支援金の申請
期間延長を要望

住宅水道課

(イ) 住宅清掃への支援 住宅水道課

(ウ)
町内での住宅リフォーム等
への支援

住宅水道課

(エ)
帰還のための家屋の状況
調査（インスペクション）へ
の支援

住宅水道課

(オ)
避難先から町に住宅を移
転する経費の支援

介護福祉課

(カ)
情報格差を解消するため
の光回線やBSアンテナの
設置工事費の支援

企画財政課

イ

(ア) 空き家等対策計画の策定 住宅水道課

ウ

(ア)
移住・定住のための積極
的な情報発信

企画財政課

(イ)
移住・定住のための総合
的な相談窓口の設置

企画財政課

(ウ)
移住希望者が町内で居住
や就労の体験ができる環
境整備

企画財政課

エ

(ア)
移住・定住に要する経費の
支援

企画財政課

(イ)
移住・定住のための住宅
取得費の支援

企画財政課

町への帰還支援

空き家対策の推進

移住促進の情報発信・入口支
援

移住者の定住促進支援

担当課Ｒ６ Ｒ７取組項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

移住・定住の推進

加算支援金の延長を要望

住宅清掃に係る経費を支援

町に帰還するための住宅の修繕等の経費を支援

町に帰還するための家屋の損耗や劣化状況の調査を実施

町に帰還するための住宅移転の経費を支援

情報格差解消のための支援を継続

情報の発信

移住・定住に関するワンストップサービスの提供

移住希望者が町の暮らしを体験できる取組の具体化・実施

計画策定

移住のために新たに町内で住宅を取得する際の費用を支援

東京一極集中を是正するため首都圏からの移住者に対し移住の経費を支援
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（１）地域コミュニティ活動の推進 

◆地域でのコミュニティ活動を支援します 
 
            
 

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

地域コミュニティ活動件数 
23 件/年 

（令和元年度） 
35 件/年 

 

≪これからの取組≫ 

ア 行政区活動への支援   

 (ｱ) 行政区等の活動への支援 

(ｲ) 地区集会施設の修築への支援 

 

イ 町内でのコミュニティ活動への支援 

 (ｱ) 地域づくり専門員の配置による町内自治活動の再開や活性化への支援 

(ｲ) 町内コミュニティ活動の推進 

             
 

  

施策 3 地域コミュニティ活動の推進 
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(1)

ア

(ア) 行政区等の活動への支援 総務課

(イ)
地区集会施設の修築への
支援

総務課

イ

(ア)
地域づくり専門員の配置に
よる町内自治活動の再開
や活性化への支援

総務課

(イ)
町内コミュニティ活動の推
進

企画財政課

町内でのコミュニティ活動への
支援

担当課

地域コミュニティ活動の推進

行政区活動への支援

Ｒ６ Ｒ７取組項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

行政区が主体となった活動を支援

地区集会所の修築を支援

地域づくり専門員を設置

町民が主体となったコミュニティ活動を支援
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（１）復興を推進させる行財政運営 

◆復興を支える人材や財源の確保に取り組みます 
 

           

≪施策の成果目標≫ 

成果指標名 
現在値 

（現在値の時点） 

目標値 

（令和７年度） 

経常収支比率 
95.5% 

（平成 30 年度） 
90.5% 

 

≪これからの取組≫ 

ア 効率的な行財政運営   

 (ｱ) 人材確保と適切な人員配置の実施 

(ｲ) 必要に応じた組織体制の見直しの実施 

(ｳ) 指定管理者制度や民間委託等の民間活力導入の推進 

(ｴ) 公共施設総合管理計画に基づく公共施設等マネジメントの推進 

(ｵ) 公有地の有効活用の検討 

 

イ 復興を完遂させるための財源の確保 

 (ｱ) 受益者負担の適正化 

(ｲ) ふるさと納税制度の活用促進 

(ｳ) 国・県支出金の積極的な活用 

(ｴ) 復興を完遂させるための財源を要望 

 

  

施策 4 復興を推進させる行財政運営 
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(1)

ア

(ア)
人材確保と適切な人員配
置の実施

総務課

(イ)
必要に応じた組織体制の
見直しの実施

企画財政課

(ウ)
指定管理者制度や民間委
託等の民間活力導入の推
進

企画財政課

(エ)
公共施設総合管理計画に
基づく公共施設等マネジメ
ントの推進

企画財政課

(オ) 公有地の有効活用の検討 企画財政課

イ

(ア) 受益者負担の適正化 企画財政課

(イ)
ふるさと納税制度の活用
促進

企画財政課

(ウ)
国・県支出金の積極的な
活用

企画財政課

(エ)
復興を完遂させるための
財源を要望

企画財政課

担当課

復興を推進させる行財政運営

効率的な行財政運営

復興を完遂させるための財源
の確保

Ｒ６ Ｒ７取組項目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

復興庁や自治体へ職員の派遣を要望

町の情勢の変化に対応するため適宜事務機構の改善を実施

既存事業の見直しや新たな施設整備に合わせて適宜実施

人口減少に対応した施設の統廃合や維持管理の負担軽減の取組を実施

個人や企業からのふるさと納税を財源とした施策の充実を推進

国・県に対し復興関連事業の財源確保を要望

公共施設跡地や防災集団移転元地等の利活用や処分を検討

手数料・使用料等受益者負担や減免等のあり方について適宜見直しを実施

単独事業の適宜見直しを実施し国・県の補助事業等を積極的に活用

研修を充実




